
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
宮
城
県
特
定
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
の
誘
導
等
に
よ
る
コ
ン
パ
ク
ト
で
活
力

　

あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
商
工
経
営
支
援
課
）　

　

一

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
） 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

九

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

一
二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
三
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

一
二

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
四

 
規

則

　

宮
城
県
特
定
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
の
誘
導
等
に
よ
る
コ
ン
パ
ク
ト
で
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
五
号

宮
城
県
特
定
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
の
誘
導
等
に
よ
る
コ
ン
パ
ク
ト
で
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
特
定
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
の
誘
導
等
に
よ
る
コ
ン
パ
ク
ト
で
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
中
「
同
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

日
本
震
災
福
祉
支
援
協
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

小
笠
原　

均

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
一
丁
目
一
番
八
十
五
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
震
災
被
害
福
祉
事
業
所
に
対
し
て
、
そ
の
復
興
支
援
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
被
災
地
地
域
の
福
祉
事
業
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

キ
ャ
ッ
ト
ミ
ン
ト

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

丸
山　

礼
子

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
二
丁
目
九
番
四
号

（1）　 平成23年９月13日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2289号　　 
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三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
現
在
及
び
未
来
の
世
代
に
対
し
て
、
生
活
と
環
境
を
健
や
か
に
安

全
に
守
り
支
援
す
る
活
動
を
中
心
に
事
業
を
行
い
、
人
・
環
境
の
安
全
に
寄
与
す

る
こ
と
と
、
雇
用
の
促
進
と
経
済
の
活
性
化
を
図
り
、
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を

行
う
事
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

二　

訪
問
入
浴
介
護

三　

訪
問
看
護

四　

通
所
介
護

 

第2289号　平成23年９月13日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
五
八

〇
四
七
五
一
〇
三
三
三
九

〇
四
七
五
四
〇
二
三
二
七

〇
四
七
一
三
〇
一
四
三
二

〇
四
七
五
二
〇
二
三
五
四

〇
四
七
五
一
〇
三
三
七
〇

〇
四
七
〇
二
〇
二
一
三
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
イ
フ
ク
オ
リ
テ
ィ
仙
台
南

名
取
市
上
余
田
字
西
田
十
九
番

地
一

ゴ
ー
ル
ド
ト
ラ
ス
ト
株
式
会
社

仙
台
営
業
所

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
七
丁
目
十

一
番
二
号

訪
問
介
護
事
業
所
結
（
ゆ
い
）

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
本
町
二
丁

目
十
一
番
十
号

ウ
エ
ッ
ク
一
迫
ケ
ア
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

栗
原
市
一
迫
真
坂
字
南
町
二
十

四
番
地

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ

ピ
ー
仙
台
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
宮
城
野
区
萩
野
町
三
丁

目
十
二
番
一
号

ゆ
う
わ
ケ
ア

仙
台
市
青
葉
区
小
松
島
二
丁
目

二
十
六
番
一
号

訪
問
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
城
慈

石
巻
市
小
船
越
字
二
子
北
下
八

十
六

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
京
王
ズ
ラ
イ
フ
ク

オ
リ
テ
ィ

ゴ
ー
ル
ド
ト
ラ
ス
ト
株
式
会

社株
式
会
社
こ
う
け
ん

株
式
会
社
ウ
エ
ル
シ
ス
パ
ー

ト
ナ
ー
ズ

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
イ

ホ
ー
ム
と
し
く
ん
家

株
式
会
社
ケ
ア
ー
サ
ー
ビ
ス

希
慈

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
三
三
五
四

〇
四
七
五
一
〇
三
三
八
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
在
宅
介

護
セ
ン
タ
ー
仙
台
青
葉

仙
台
市
青
葉
区
木
町
九
番
十
五

号ツ
ク
イ
台
原

仙
台
市
青
葉
区
台
原
六
丁
目
九

番
十
八
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
株
式

会
社

株
式
会
社
ツ
ク
イ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
六
五
四
九
〇
一
一
八

〇
四
六
五
四
九
〇
一
二
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

袋
原
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
袋
原
三
丁
目
一

番
三
十
一
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
結

（
ゆ
い
）

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
本
町
二
丁

目
十
一
番
十
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
仙
台
ビ
ー
ナ

ス
会

株
式
会
社
こ
う
け
ん

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
五
二

〇
四
七
二
二
〇
一
〇
二
九

〇
四
七
五
一
〇
三
三
二
一

〇
四
七
五
四
〇
二
三
〇
一

〇
四
七
一
三
〇
一
四
二
四

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

医
療
法
人
社
団
仁
明
会
恵
仁
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
築
山

石
巻
市
築
山
一
丁
目
一
番
百
三

十
三
号

茶
話
本
舗
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
柴
田

亭柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
土
手
内
二

丁
目
六
番
十
号

ゴ
ー
ル
ド
ト
ラ
ス
ト
株
式
会
社

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ま
な
び
や
栗
生

館仙
台
市
青
葉
区
栗
生
七
丁
目
十

一
番
二
号

介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
早
稲
田

イ
ー
ラ
イ
フ
仙
台

仙
台
市
太
白
区
西
多
賀
二
丁
目

六
番
三
十
二
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
六
日
町
の
家

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
六
日
町
四

十
五
番
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
社
団
仁
明
会

株
式
会
社
ア
ガ
ツ
マ

ゴ
ー
ル
ド
ト
ラ
ス
ト
株
式
会

社株
式
会
社
オ
ア
シ
ー
ズ

社
会
福
祉
法
人
ア
ガ
フ
ィ
ヤ

の
郷

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日



五　

短
期
入
所
生
活
介
護

六　

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
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〇
四
七
二
四
〇
〇
五
三
〇

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
七
八

〇
四
七
一
二
〇
一
〇
七
九

〇
四
七
五
一
〇
三
三
四
七

〇
四
七
五
四
〇
二
三
五
〇

〇
四
七
一
三
〇
一
四
四
〇

〇
四
七
五
三
〇
一
七
六
八

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
五
五

〇
四
七
五
三
〇
一
七
七
六

〇
四
七
五
五
〇
二
三
五
七

〇
四
七
〇
七
〇
〇
八
〇
八

〇
四
七
〇
八
〇
〇
三
七
六

〇
四
七
一
五
〇
一
八
一
七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ふ
く
ろ
う
の
家

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
鈴

木
堀
五
十
九
番
地
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
万
葉

苑石
巻
市
北
村
字
下
田
三
十
四
二

番
地

豊
里
デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

ア
コ
ー

ズ登
米
市
豊
里
町
新
田
町
四
一
番

地ウ
ェ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ 

ー
上
杉

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
三
丁
目
八

番
三
号

ウ
ェ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ 

ー
長
嶺

仙
台
市
太
白
区
長
嶺
八
番
十
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
ま
ぼ
う
し
の

家栗
原
市
栗
駒
松
倉
高
田
二
十
三

番
地
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
六
郷

の
杜
仙
台
市
若
林
区
下
飯
田
遠
谷
地

百
七
十
一
番
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ご
み

加
美
郡
加
美
町
一
本
杉
二
百
二

十
四
番
地
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
憩
い
の
園
す
み

れ仙
台
市
若
林
区
上
飯
田
一
丁
目

十
八
番
十
四
号

鶴
ヶ
谷
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ 

ー仙
台
市
泉
区
南
光
台
南
三
丁
目

二
十
一
番
地
の
八

シ
ャ
ー
メ
ゾ
ン
・
サ
ロ
ン
・
プ

ラ
ザ
名
取
市
増
田
一
丁
目
五
番
六
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ひ
か
り
苑

角
田
市
枝
野
字
畑
中
百
四
十
三

番
地
三

あ
さ
ひ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ 

ー大
崎
市
古
川
旭
一
丁
目
三
番
八

号

株
式
会
社
笑
美

社
会
福
祉
法
人
向
陽
会

株
式
会
社
豊
蔵
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

仙
台
や
す
ら
ぎ
通
所
介
護
株

式
会
社

仙
台
や
す
ら
ぎ
通
所
介
護
株

式
会
社

有
限
会
社
マ
リ
ヤ
の
家

株
式
会
社
ケ
ア
ミ
ッ
ク
ス
・

ジ
ャ
パ
ン

合
同
会
社
真
心

有
限
会
社
福
祉
サ
ポ
ー
ト
仙

台
東

株
式
会
社
松
田
会

有
限
会
社
ほ
ら
ぐ
ち

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
か

り
苑

株
式
会
社
金
寿

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
八
六

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
九
四

〇
四
七
二
一
〇
〇
二
〇
五

〇
四
七
二
七
〇
〇
八
八
九

〇
四
七
一
二
〇
一
〇
八
七

〇
四
七
一
二
〇
一
〇
九
五

〇
四
七
一
二
〇
一
一
〇
三

〇
四
七
一
二
〇
一
一
一
一

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
六
一

〇
四
七
五
一
〇
三
三
六
二

〇
四
七
一
五
〇
一
八
〇
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
万
葉
苑

石
巻
市
北
村
字
下
田
三
百
四
十

二
番
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
万
葉
苑

石
巻
市
北
村
字
下
田
三
百
四
十

二
番
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ざ
お
う

の
杜
あ
お
そ
館

刈
田
郡
蔵
王
町
曲
竹
字
道
路
西

八
番
地
十

和
風
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ゆ
り
の

郷登
米
市
登
米
町
寺
池
金
沢
山
六

十
番
地
五

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ゆ
り
の

郷登
米
市
登
米
町
寺
池
金
沢
山
六

十
番
地
五

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ほ
た
る

の
郷
登
米
市
東
和
町
米
川
字
寺
内
二

十
八
番
地
二
十
二

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ほ
た
る

の
郷
登
米
市
東
和
町
米
川
字
寺
内
二

十
八
番
地
二
十
二

ひ
だ
ま
り

白
石
市
銚
子
ケ
森
二
十
六
番
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
自
生
苑

サ
テ
ラ
イ
ト

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字
青
野
木

五
百
三
十
一
番
四

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会　

特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
楽
々
楽
館

大
崎
市
古
川
保
柳
字
中
江
五
番

地
二

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
向
陽
会

社
会
福
祉
法
人
向
陽
会

社
会
福
祉
法
人
桃
寿
会

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
恵
泉
会

社
会
福
祉
法
人
恵
泉
会

社
会
福
祉
法
人
恵
泉
会

社
会
福
祉
法
人
恵
泉
会

社
会
福
祉
法
人
栄
世
会

社
会
福
祉
法
人
自
生
会

社
会
福
祉
法
人
大
崎
市
社
会

福
祉
協
議
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
二
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日



七　

福
祉
用
具
貸
与

八　

特
定
福
祉
用
具
販
売

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
四
七
二
七
〇
〇
八
九
七

養
護
老
人
ホ
ー
ム
偕
楽
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
三

十
一
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
六
六

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
八
二

〇
四
七
五
四
〇
二
三
三
五

〇
四
七
五
四
〇
一
四
二
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
イ
フ
ク
オ
リ
テ
ィ
仙
台
南

名
取
市
上
余
田
字
西
田
十
九
番

地
一

福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
ふ
る
さ

と名
取
市
本
郷
字
町
田
四
十
六
番

地シ
ル
バ
ー
サ
ポ
ー
ト
仙
台
南
店

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
四
丁
目

十
四
番
三
十
六
号

Ｎ
Ｐ
О
法
人
あ
な
た
の
街
の

「
三
河
や
」
さ
ん
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
三

番
二
十
六
号
コ
ー
ポ
長
町
二
〇

四
号
室

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
京
王
ズ
ラ
イ
フ
ク

オ
リ
テ
ィ

有
限
会
社
こ
す
ご
う

中
越
ク
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
な

た
の
街
の
三
河
や
さ
ん

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
九
〇

〇
四
七
五
四
〇
二
三
三
五

〇
四
七
五
四
〇
一
四
二
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

特
定
（
介
護
予
防
）
福
祉
用
具

販
売
事
業
所
ふ
る
さ
と

名
取
市
本
郷
字
町
田
四
十
六
番

地シ
ル
バ
ー
サ
ポ
ー
ト
仙
台
南
店

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
四
丁
目

十
四
番
三
十
六
号

Ｎ
Ｐ
О
法
人
あ
な
た
の
街
の

「
三
河
や
」
さ
ん
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
三

番
二
十
六
号
コ
ー
ポ
長
町
二
〇

四
号
室

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
こ
す
ご
う

中
越
ク
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
な

た
の
街
の
三
河
や
さ
ん

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
七
四

〇
四
七
五
一
〇
三
三
三
九

〇
四
七
五
四
〇
二
三
一
九

〇
四
七
一
二
〇
一
〇
六
一

〇
四
七
〇
二
〇
二
一
〇
二

〇
四
七
二
七
〇
〇
八
八
九

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
四
八

〇
四
七
三
一
〇
〇
八
二
四

〇
四
七
五
二
〇
二
三
六
二

〇
四
七
五
四
〇
二
三
四
三

〇
四
七
五
四
〇
二
三
六
八

〇
四
七
五
五
〇
二
三
四
〇

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
イ
フ
ク
オ
リ
テ
ィ
仙
台
南

名
取
市
上
余
田
字
西
田
十
九
番

地
一

ゴ
ー
ル
ド
ト
ラ
ス
ト
株
式
会
社

仙
台
営
業
所

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
七
丁
目
十

一
番
二
号

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
結
（
ゆ

い
）
仙
台
市
太
白
区
鈎
取
本
町
二
丁

目
十
一
番
十
号

合
同
会
社
た
か
く
ら
社
会
福
祉

士
事
務
所

登
米
市
中
田
町
宝
江
黒
沼
字
東

二
百
十
七
番
地

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
す
え
の

丘石
巻
市
須
江
字
し
ら
さ
ぎ
台
三

丁
目
二
十
一
番
地
三

和
風
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
一

ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ　

希
望
館

加
美
郡
加
美
町
大
門
二
百
二
十

二
番
地

み
さ
と
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
清
水
江

十
三
番
地

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ

ピ
ー
仙
台
中
央
・
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

仙
台
市
宮
城
野
区
萩
野
町
三
丁

目
十
二
番
一
号

ひ
よ
り
台
居
宅
介
護
支
援
事
業

所仙
台
市
太
白
区
ひ
よ
り
台
三
番

十
六
号

庄
司
心
美
・
ケ
ア
マ
ネ
事
業
所

仙
台
市
太
白
区
中
田
三
丁
目
十

一
番
三
十
二
号
メ
ゾ
ン
太
田
二

〇
二

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
・
ハ
ン

ド
ベ
ル

事
業
者
の
名
称

 
株
式
会
社
京
王
ズ
ラ
イ
フ
ク

オ
リ
テ
ィ

ゴ
ー
ル
ド
ト
ラ
ス
ト
株
式
会

社株
式
会
社
こ
う
け
ん

合
同
会
社
た
か
く
ら
社
会
福

祉
士
事
務
所

有
限
会
社
し
ら
さ
ぎ
苑

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

希
望
館
ポ
コ
・
ア
・
ポ
コ
有

限
会
社

有
限
会
社
リ
ツ
ワ

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
ソ
シ
エ
ニ
ー
ド

株
式
会
社
日
本
高
齢
支
援
セ

ン
タ
ー

株
式
会
社
ハ
ン
ド
ベ
ル

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施

設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療

施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護
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〇
四
七
〇
二
〇
〇
九
六
五

〇
四
七
〇
三
〇
〇
六
七
四

〇
四
七
一
五
〇
〇
五
三
八

〇
四
七
二
七
〇
〇
六
七
三

〇
四
七
〇
二
〇
二
一
二
八

〇
四
七
五
三
〇
一
七
八
四

〇
四
七
五
五
〇
二
三
六
五

仙
台
市
泉
区
南
中
山
一
丁
目
二

十
八
番
十
八
号
輝
ビ
ル
二
〇
一

号特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
お
し
か

清
心
苑

石
巻
市
鮎
川
浜
字
清
崎
山
七
番

地ア
ミ
カ
塩
釜
介
護
セ
ン
タ
ー

塩
竈
市
玉
川
二
丁
目
二
番
十
号

Ｊ
Ａ
み
ど
り
の
ふ
れ
愛
福
祉
セ

ン
タ
ー
鹿
島
台

大
崎
市
鹿
島
台
広
長
字
内
ノ
浦

八
十
一
番
地

セ
ン
ト
ケ
ア
富
谷
中
央

黒
川
郡
富
谷
町
ひ
よ
り
台
一
丁

目
四
十
四
番
六
号
セ
ブ
ン
コ
ー

ト
二
〇
二
号

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
城
慈

石
巻
市
小
船
越
字
二
子
北
下
八

十
六

こ
こ
み
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

若
林
仙
台
市
若
林
区
木
ノ
下
二
丁
目

一
番
地
の
三
十
一
号

あ
り
す
サ
ポ
ー
ト
ケ
ア
プ
ラ
ン

セ
ン
タ
ー

仙
台
市
泉
区
南
光
台
四
丁
目
五

番
二
号

社
会
福
祉
法
人
旭
壽
会

株
式
会
社　

Ｈ
Ｃ
Ｍ

み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合

セ
ン
ト
ケ
ア
宮
城
株
式
会
社

株
式
会
社
ケ
ア
ー
サ
ー
ビ
ス

希
慈

株
式
会
社
こ
こ
み
ケ
ア

株
式
会
社
マ
ザ
ー
ス
あ
り
す

サ
ポ
ー
ト

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

〇
四
七
二
二
〇
一
〇
三
七

〇
四
七
二
二
〇
一
〇
四
五

〇
四
七
二
四
〇
〇
五
四
八

〇
四
七
二
七
〇
〇
八
八
九

〇
四
七
〇
二
〇
二
一
一
〇

八
番
地
十

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
第
二
常

盤
園
柴
田
郡
柴
田
町
海
老
穴
字
丸
山

四
十
番
地
の
二

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
第
二
常

盤
園
柴
田
郡
柴
田
町
海
老
穴
字
丸
山

四
十
番
地
の
二

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
け
い
け

ん
荘
亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
牛
袋
字
境

百
十
九
番
地
一

和
風
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
仁
風
園

石
巻
市
大
森
字
内
田
一
番
地
二

十
八

社
会
福
祉
法
人
常
盤
福
祉
会

社
会
福
祉
法
人
常
盤
福
祉
会

社
会
福
祉
法
人
ユ
ニ
ケ
ア

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
和
仁
福
祉
会

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
八
六

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
九
四

〇
四
七
二
一
〇
〇
二
〇
五

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
万
葉
苑

石
巻
市
北
村
字
下
田
三
百
四
十

二
番
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
万
葉
苑

石
巻
市
北
村
字
下
田
三
百
四
十

二
番
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ざ
お
う

の
杜
あ
お
そ
館

刈
田
郡
蔵
王
町
曲
竹
字
道
路
西

開
設
者
の
名
称

 
社
会
福
祉
法
人
向
陽
会

社
会
福
祉
法
人
向
陽
会

社
会
福
祉
法
人
桃
寿
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
五
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
イ
フ
ク
オ
リ
テ
ィ
仙
台
南

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
京
王
ズ
ラ
イ
フ
ク

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
一
一
一
一
〇
六
三
八

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

森
川
医
院

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
三
十

号

開
設
者
の
名
称
又
は
氏
名

佐
藤　

知
矢

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日



二　

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

三　

介
護
予
防
訪
問
看
護

四　

介
護
予
防
通
所
介
護
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〇
四
七
五
一
〇
三
三
三
九

〇
四
七
五
四
〇
二
三
二
七

〇
四
七
一
三
〇
一
四
三
二

〇
四
七
五
二
〇
二
三
五
四

〇
四
七
五
一
〇
三
三
七
〇

〇
四
七
〇
二
〇
二
一
三
六

名
取
市
上
余
田
字
西
田
十
九
番

地
一

ゴ
ー
ル
ド
ト
ラ
ス
ト
株
式
会
社

仙
台
営
業
所

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
七
丁
目
十

一
番
二
号

訪
問
介
護
事
業
所
結
（
ゆ
い
）

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
本
町
二
丁

目
十
一
番
十
号

ウ
エ
ッ
ク
一
迫
ケ
ア
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
栗
原
市
一
迫
真
坂
字
南
町
二
十

四
番
地

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ

ピ
ー
仙
台
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
宮
城
野
区
萩
野
町
三
丁

目
十
二
番
一
号

ゆ
う
わ
ケ
ア

仙
台
市
青
葉
区
小
松
島
二
丁
目

二
十
六
番
一
号

訪
問
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
城
慈

石
巻
市
小
船
越
字
二
子
北
下
八

十
六

オ
リ
テ
ィ

ゴ
ー
ル
ド
ト
ラ
ス
ト
株
式
会

社株
式
会
社
こ
う
け
ん

株
式
会
社
ウ
エ
ル
シ
ス
パ
ー

ト
ナ
ー
ズ

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
イ

ホ
ー
ム
と
し
く
ん
家

株
式
会
社
ケ
ア
ー
サ
ー
ビ
ス

希
慈

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
三
三
五
四

〇
四
七
五
一
〇
三
三
八
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
在
宅
介

護
セ
ン
タ
ー
仙
台
青
葉

仙
台
市
青
葉
区
木
町
九
番
十
五

号ツ
ク
イ
台
原

仙
台
市
青
葉
区
台
原
六
丁
目
九

番
十
八
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
株
式

会
社

株
式
会
社
ツ
ク
イ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
六
五
四
九
〇
一
一
八

〇
四
六
五
四
九
〇
一
二
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

袋
原
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
袋
原
三
丁
目
一

番
三
十
一
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
結

（
ゆ
い
）

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
本
町
二
丁

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
仙
台
ビ
ー
ナ

ス
会

株
式
会
社
こ
う
け
ん

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
五
二

〇
四
七
五
一
〇
三
三
二
一

〇
四
七
五
四
〇
二
三
〇
一

〇
四
七
一
三
〇
一
四
二
四

〇
四
七
二
四
〇
〇
五
三
〇

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
七
八

〇
四
七
一
二
〇
一
〇
七
九

〇
四
七
五
一
〇
三
三
四
七

〇
四
七
五
四
〇
二
三
五
〇

〇
四
七
一
三
〇
一
四
四
〇

〇
四
七
五
三
〇
一
七
六
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

医
療
法
人
社
団
仁
明
会
恵
仁
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
築
山

石
巻
市
築
山
一
丁
目
一
番
百
三

十
三
号

ゴ
ー
ル
ド
ト
ラ
ス
ト
株
式
会
社

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ま
な
び
や
栗
生

館仙
台
市
青
葉
区
栗
生
七
丁
目
十

一
番
二
号

介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
早
稲
田
イ

ー
ラ
イ
フ
仙
台

仙
台
市
太
白
区
西
多
賀
二
丁
目

六
番
三
十
二
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
六
日
町
の
家

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
六
日
町
四

十
五
番
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ふ
く
ろ
う
の
家

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
鈴

木
堀
五
十
九
番
地
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
万
葉

苑石
巻
市
北
村
字
下
田
三
十
四
二

番
地

豊
里
デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

ア
コ
ー

ズ登
米
市
豊
里
町
新
田
町
四
一
番

地ウ
ェ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
上
杉

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
三
丁
目
八

番
三
号

ウ
ェ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
長
嶺

仙
台
市
太
白
区
長
嶺
八
番
十
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
ま
ぼ
う
し
の

家栗
原
市
栗
駒
松
倉
高
田
二
十
三

番
地
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
六
郷

の
杜
仙
台
市
若
林
区
下
飯
田
遠
谷
地

百
七
十
一
番
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
社
団
仁
明
会

ゴ
ー
ル
ド
ト
ラ
ス
ト
株
式
会

社株
式
会
社
オ
ア
シ
ー
ズ

社
会
福
祉
法
人
ア
ガ
フ
ィ
ヤ

の
郷

株
式
会
社
笑
美

社
会
福
祉
法
人
向
陽
会

株
式
会
社
豊
蔵
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

仙
台
や
す
ら
ぎ
通
所
介
護
株

式
会
社

仙
台
や
す
ら
ぎ
通
所
介
護
株

式
会
社

有
限
会
社
マ
リ
ヤ
の
家

株
式
会
社
ケ
ア
ミ
ッ
ク
ス
・

ジ
ャ
パ
ン

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

目
十
一
番
十
号



五　

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

六　

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

七　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

八　

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
八
六

〇
四
七
〇
二
〇
二
〇
九
四

〇
四
七
二
一
〇
〇
二
〇
五

〇
四
七
二
七
〇
〇
八
八
九

〇
四
七
〇
六
〇
〇
四
六
一

〇
四
七
五
一
〇
三
三
六
二

〇
四
七
一
五
〇
一
八
〇
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
万
葉
苑

石
巻
市
北
村
字
下
田
三
百
四
十

二
番
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
万
葉
苑

石
巻
市
北
村
字
下
田
三
百
四
十

二
番
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ざ
お
う

の
杜
あ
お
そ
館

刈
田
郡
蔵
王
町
曲
竹
字
道
路
西

八
番
地
十

和
風
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
一

ひ
だ
ま
り

白
石
市
銚
子
ケ
森
二
十
六
番
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
自
生
苑

サ
テ
ラ
イ
ト

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字
青
野
木

五
百
三
十
一
番
四

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会　

特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
楽
々
楽
館

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
向
陽
会

社
会
福
祉
法
人
向
陽
会

社
会
福
祉
法
人
桃
寿
会

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
栄
世
会

社
会
福
祉
法
人
自
生
会

社
会
福
祉
法
人
大
崎
市
社
会

福
祉
協
議
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
二
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
九
〇

〇
四
七
五
四
〇
二
三
三
五

〇
四
七
五
四
〇
一
四
二
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

特
定
（
介
護
予
防
）
福
祉
用
具

販
売
事
業
所
ふ
る
さ
と

名
取
市
本
郷
字
町
田
四
十
六
番

地シ
ル
バ
ー
サ
ポ
ー
ト
仙
台
南
店

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
四
丁
目

十
四
番
三
十
六
号

Ｎ
Ｐ
О
法
人
あ
な
た
の
街
の

「
三
河
や
」
さ
ん
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
三

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
こ
す
ご
う

中
越
ク
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
な

た
の
街
の
三
河
や
さ
ん

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
七
〇
〇
八
九
七

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

養
護
老
人
ホ
ー
ム
偕
楽
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
三

十
一
番
一
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
六
六

〇
四
七
〇
七
〇
〇
七
八
二

〇
四
七
五
四
〇
二
三
三
五

〇
四
七
五
四
〇
一
四
二
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
イ
フ
ク
オ
リ
テ
ィ
仙
台
南

名
取
市
上
余
田
字
西
田
十
九
番

地
一

福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
ふ
る
さ

と名
取
市
本
郷
字
町
田
四
十
六
番

地シ
ル
バ
ー
サ
ポ
ー
ト
仙
台
南
店

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
四
丁
目

十
四
番
三
十
六
号

Ｎ
Ｐ
О
法
人
あ
な
た
の
街
の

「
三
河
や
」
さ
ん
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
三

番
二
十
六
号
コ
ー
ポ
長
町
二
〇

四
号
室

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
京
王
ズ
ラ
イ
フ
ク

オ
リ
テ
ィ

有
限
会
社
こ
す
ご
う

中
越
ク
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
な

た
の
街
の
三
河
や
さ
ん

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
五
五

〇
四
七
五
三
〇
一
七
七
六

〇
四
七
五
五
〇
二
三
五
七

〇
四
七
〇
七
〇
〇
八
〇
八

〇
四
七
〇
八
〇
〇
三
七
六

〇
四
七
一
五
〇
一
八
一
七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ご
み

加
美
郡
加
美
町
一
本
杉
二
百
二

十
四
番
地
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
憩
い
の
園
す
み

れ仙
台
市
若
林
区
上
飯
田
一
丁
目

十
八
番
十
四
号

鶴
ヶ
谷
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー仙
台
市
泉
区
南
光
台
南
三
丁
目

二
十
一
番
地
の
八

シ
ャ
ー
メ
ゾ
ン
・
サ
ロ
ン
・
プ

ラ
ザ
名
取
市
増
田
一
丁
目
五
番
六
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ひ
か
り
苑

角
田
市
枝
野
字
畑
中
百
四
十
三

番
地
三

あ
さ
ひ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー大
崎
市
古
川
旭
一
丁
目
三
番
八

号

合
同
会
社
真
心

有
限
会
社
福
祉
サ
ポ
ー
ト
仙

台
東

株
式
会
社
松
田
会

有
限
会
社
ほ
ら
ぐ
ち

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
か

り
苑

株
式
会
社
金
寿

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

大
崎
市
古
川
保
柳
字
中
江
五
番

地
二



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

 

二　

訪
問
入
浴
介
護

三　

訪
問
看
護

四　

通
所
介
護
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
三
〇
〇
六
四
〇

〇
四
七
一
三
〇
〇
六
八
一

〇
四
七
一
三
〇
〇
七
二
三

〇
四
七
三
六
〇
〇
四
二
七

〇
四
七
五
三
〇
一
四
九
五

〇
四
七
〇
二
〇
一
五
二
六

〇
四
七
三
六
〇
〇
四
〇
一

〇
四
七
五
五
〇
〇
六
九
〇

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会
福

祉
協
議
会
栗
駒
訪
問
介
護
事
業

所栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
上
小
路
百

三
十
六
番

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会
福

祉
協
議
会
一
迫
訪
問
介
護
事
業

所栗
原
市
一
迫
真
坂
字
清
水
西
浦

十
七
番
地
一

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会
福

祉
協
議
会
志
波
姫
訪
問
介
護
事

業
所
栗
原
市
志
波
姫
沼
崎
原
八
十
三

番
地
の
一

セ
ン
ト
ケ
ア
し
づ
が
わ

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
五
日

町
十
四
番
地
の
四

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ

ピ
ー
仙
台
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
若
林
区
三
百
人
町
百
八

十
一
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン

保
春
院
西
一
〇
一
号

有
限
会
社　

み
ど
り
の
木

石
巻
市
鹿
妻
南
五
丁
目
一
番
三

十
号

広
域
介
護
サ
ー
ビ
ス
南
三
陸

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
大
森

二
十
五
番
地
一

仙
台
在
宅
サ
ー
ビ
ス
泉
支
店

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
町
十
番

一
号
ク
レ
ス
ト
ー
ル
市
名
坂
一

〇
二
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

セ
ン
ト
ケ
ア
宮
城
株
式
会
社

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

有
限
会
社
み
ど
り
の
木

株
式
会
社
宮
城
登
米
広
域
介

護
サ
ー
ビ
ス

有
限
会
社
仙
台
在
宅
サ
ー
ビ

ス

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
三
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
五
〇
〇
八
四
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ツ
ク
イ
南
中
山

仙
台
市
泉
区
南
中
山
二
丁
目
二

十
八
番
二
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
ツ
ク
イ

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
六
五
四
九
〇
〇
五
〇

〇
四
六
五
五
九
〇
〇
七
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

杜
都
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
山
田
本
町
八
番

地
三
十
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
み
の

り
仙
台

仙
台
市
泉
区
南
光
台
南
二
丁
目

二
番
地
六
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
翠
十
字

株
式
会
社
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ケ

ア

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
一
九
六
三

〇
四
七
一
三
〇
〇
四
九
一

〇
四
七
〇
二
〇
〇
一
七
一

〇
四
七
一
四
〇
〇
四
九
九

〇
四
七
五
一
〇
二
七
二
九

〇
四
七
五
一
〇
三
〇
二
四

〇
四
七
五
四
〇
〇
九
八
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
イ
ハ
ウ
ス
・
ひ
ば
り
苑

石
巻
市
門
脇
町
三
丁
目
一
番
一

号デ
イ
サ
ー
ビ
ス
六
日
町
の
家

栗
原
市
栗
駒
里
谷
峰
前
二
十
四

番
二
号

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
石
巻

石
巻
市
立
町
一
丁
目
四
番
十
五

号
石
巻
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
六
階

デ
イ
ハ
ウ
ス
・
た
ん
ぽ
ぽ

東
松
島
市
大
曲
字
土
手
下
南
百

六
十
五
番
地
一

セ
ン
ト
ケ
ア
川
平

仙
台
市
青
葉
区
川
平
四
丁
目
十

九
番
二
十
六
号

ウ
ェ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
上
杉

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
三
丁
目
八

番
三
号

ウ
ェ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
長
嶺

仙
台
市
太
白
区
長
嶺
八
番
十
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
サ
ク
セ
ス
ロ
ー
ド

有
限
会
社
マ
リ
ヤ
の
家

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

株
式
会
社
た
ん
ぽ
ぽ

セ
ン
ト
ケ
ア
宮
城
株
式
会
社

株
式
会
社
ウ
ェ
ル

株
式
会
社
ウ
ェ
ル

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
六
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

番
二
十
六
号
コ
ー
ポ
長
町
二
〇

四
号
室



五　

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

六　

短
期
入
所
生
活
介
護

七　

特
定
施
設
入
居
者
生
活
者
介
護

八　

福
祉
用
具
貸
与

 

九　

特
定
福
祉
用
具
販
売

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
五
〇
一
七
八
三

〇
四
七
五
一
〇
三
二
八
九

〇
四
七
五
二
〇
〇
一
七
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ォ
レ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
福
祉
用

具
サ
ー
ビ
ス
宮
城
大
崎
セ
ン
タ

ー大
崎
市
古
川
稲
葉
字
大
江
向
百

八
十
六
番
地
一

か
が
や
き
宮
城

仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
三

番
三
号

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
原
町

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
三
丁
目

七
番
十
四
号
ビ
ジ
ュ
ア
ル
タ

ワ
ー
宮
城
野
四
階

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

フ
ォ
レ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
有
限

会
社

日
建
リ
ー
ス
工
業
株
式
会
社

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

五
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
五
〇
一
七
八
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ォ
レ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
福
祉
用

具
サ
ー
ビ
ス
宮
城
大
崎
セ
ン
タ

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

フ
ォ
レ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
有
限

会
社

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
七
〇
〇
六
六
五

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事

業
所
宮
城
県
偕
楽
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
三

十
一
番
一
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
一
〇
〇
一
一
四

〇
四
七
二
七
〇
〇
五
八
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

在
宅
複
合
型
施
設
ざ
お
う
の
杜

刈
田
郡
蔵
王
町
曲
竹
字
道
路
西

八
番
地
十

宮
城
県
和
風
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
一

番
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
桃
寿
会

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
一
五
四
一
一
九
二
五

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
長
町

病
院
附
属
ク
リ
ニ
ッ
ク

仙
台
市
太
白
区
長
町
三
丁
目
六

番
二
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
四
〇
〇
三
七
四

〇
四
七
一
四
〇
〇
五
〇
七

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

の
ん
び
ー
り
す
み
ち
ゃ
ん
の

家
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

東
松
島
市
新
東
名
四
丁
目
十
一

番
地
の
十
四

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
た
ん
ぽ

ぽ

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
ん

び
ー
り
す
み
ち
ゃ
ん
の
家

株
式
会
社
た
ん
ぽ
ぽ

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
七
五
一
〇
三
二
〇
六

〇
四
七
五
四
〇
一
七
一
七

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ビ
ル
ト
ン
ハ
ウ

ス
北
仙
台

仙
台
市
青
葉
区
昭
和
町
三
番
十

五
号
ネ
オ
プ
ラ
ザ
北
仙
台
八
〇

七
号

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
長
町

病
院
附
属
ク
リ
ニ
ッ
ク
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
太
白
区
長
町
三
丁
目
六

－

二

株
式
会
社
ビ
ル
ト
ン
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

〇
四
七
五
一
〇
三
二
八
九

〇
四
七
五
四
〇
一
二
八
七

〇
四
七
五
二
〇
〇
一
七
六

ー大
崎
市
古
川
稲
葉
字
大
江
向
百

八
十
六
番
地
一

か
が
や
き
宮
城

仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
三

番
三
号

ケ
ヤ
キ
福
祉

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
三
丁
目

十
三
番
三
十
二
号

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
原
町

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
三
丁
目

七
番
十
四
号
ビ
ジ
ュ
ア
ル
タ

ワ
ー
宮
城
野
四
階

日
建
リ
ー
ス
工
業
株
式
会
社

ケ
ヤ
キ
福
祉
有
限
会
社

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
四
日

平
成
二
十
三
年

五
月
三
十
一
日



 

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
か
ら
次

の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら

次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護
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〇
四
七
二
七
〇
〇
五
八
二

〇
四
七
二
八
〇
〇
五
三
一

〇
四
七
三
一
〇
〇
七
五
八

〇
四
七
五
三
〇
一
四
八
七

〇
四
六
一
四
九
〇
〇
二
一

〇
四
六
二
八
九
〇
〇
一
三

〇
四
七
三
六
〇
〇
四
〇
一

〇
四
七
五
五
〇
〇
六
九
〇

〇
四
一
五
四
一
一
九
二
五

〇
四
七
一
二
〇
〇
七
六
六

〇
四
七
〇
三
〇
〇
二
〇
三

〇
四
七
〇
五
〇
〇
七
一
一

東
松
島
市
大
曲
字
下
台
百
二
十

八
番
地
百
八
十
七

宮
城
県
和
風
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
一

番
地

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
こ
ト

ピ
ア
加
美

加
美
郡
加
美
町
町
裏
八
番
七
十

番
一

ケ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
ほ
の
か

遠
田
郡
美
里
町
中
埣
字
上
戸
三

十
三
番
二

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ

ピ
ー
仙
台
中
央
・
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

仙
台
市
若
林
区
三
百
人
町
百
八

十
一
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン

保
春
院
西
一
〇
一
号

医
療
法
人
社
団
健
育
会
矢
本
ひ

ま
わ
り
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン東
松
島
市
大
曲
字
堰
の
内
南
百

四
十
五
番
地
二

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
中
新

田
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

加
美
郡
加
美
町
矢
越
三
百
四
十

五
番
地

広
域
介
護
サ
ー
ビ
ス
南
三
陸

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
大
森

二
十
五
番
地
一

仙
台
在
宅
サ
ー
ビ
ス
泉
支
店

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
町
十
番

一
号
ク
レ
ス
ト
ー
ル
市
名
坂
一

〇
二
号

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
長
町

病
院
附
属
ク
リ
ニ
ッ
ク

仙
台
市
太
白
区
長
町
三
丁
目
六

番
二
号

酒
井
接
骨
院
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大
網
九
十

三
番
地
三

合
資
会
社
ま
ご
こ
ろ
介
護
支
援

事
業
所

塩
竈
市
越
ノ
浦
二
丁
目
四
番
一

号大
谷
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

気
仙
沼
市
本
吉
町
窪
二
十
一
番

地
の
一

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
み
や
ぎ
会

有
限
会
社
穂
乃
香

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

医
療
法
人
社
団
健
育
会

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

株
式
会
社
宮
城
登
米
広
域
介

護
サ
ー
ビ
ス

有
限
会
社
仙
台
在
宅
サ
ー
ビ

ス財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

有
限
会
社
さ
か
い
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト

合
資
会
社
ま
ご
こ
ろ
介
護
支

援
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
気
仙
沼
市
社

会
福
祉
協
議
会

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年

五
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

五
月
二
十
七
日

平
成
二
十
三
年

五
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
七
〇
〇
五
八
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

宮
城
県
和
風
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
一

番
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
一
一
一
一
〇
四
一
四

〇
四
一
三
六
一
〇
四
一
一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

森
川
内
科
医
院

岩
沼
市
中
央
二
丁
目
五
番
三
十

号公
立
志
津
川
病
院

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
汐
見

町
十
五
番
地 

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
社
団
森
川
内
科
医

院南
三
陸
町

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
三
十
一
日

〇
四
七
五
三
〇
一
七
一
九

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
中
倉
居
宅
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
若
林
区
中
倉
三
丁
目
四

番
十
四
号

株
式
会
社
シ
ル
バ
ー
ラ
イ
フ

平
成
二
十
三
年

五
月
三
十
一
日



二　

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

三　

介
護
予
防
訪
問
看
護

四　

介
護
予
防
通
所
介
護
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
〇
二
〇
一
九
六
三

〇
四
七
一
三
〇
〇
四
九
一

〇
四
七
〇
二
〇
〇
一
七
一

〇
四
七
一
四
〇
〇
四
九
九

〇
四
七
五
一
〇
二
七
二
九

〇
四
七
五
一
〇
三
〇
二
四

〇
四
七
五
四
〇
〇
九
八
二

〇
四
七
五
一
〇
三
二
〇
六

〇
四
七
五
四
〇
一
七
一
七

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
イ
ハ
ウ
ス
・
ひ
ば
り
苑

石
巻
市
門
脇
町
三
丁
目
一
番
一

号デ
イ
サ
ー
ビ
ス
六
日
町
の
家

栗
原
市
栗
駒
里
谷
峰
前
二
十
四

番
二
号

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
石
巻

石
巻
市
立
町
一
丁
目
四
番
十
五

号
石
巻
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
六
階

デ
イ
ハ
ウ
ス
・
た
ん
ぽ
ぽ

東
松
島
市
大
曲
字
土
手
下
南
百

六
十
五
番
地
一

セ
ン
ト
ケ
ア
川
平

仙
台
市
青
葉
区
川
平
四
丁
目
十

九
番
二
十
六
号

ウ
ェ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
上
杉

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
三
丁
目
八

番
三
号

ウ
ェ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
長
嶺

仙
台
市
太
白
区
長
嶺
八
番
十
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ビ
ル
ト
ン
ハ
ウ

ス
北
仙
台

仙
台
市
青
葉
区
昭
和
町
三
番
十

五
号
ネ
オ
プ
ラ
ザ
北
仙
台
八
〇

七
号

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
長
町

病
院
附
属
ク
リ
ニ
ッ
ク
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
太
白
区
長
町
三
丁
目
六

－

二

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
サ
ク
セ
ス
ロ
ー
ド

有
限
会
社
マ
リ
ヤ
の
家

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

株
式
会
社
た
ん
ぽ
ぽ

セ
ン
ト
ケ
ア
宮
城
株
式
会
社

株
式
会
社
ウ
ェ
ル

株
式
会
社
ウ
ェ
ル

株
式
会
社
ビ
ル
ト
ン
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

三
月
十
六
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
六
五
四
九
〇
〇
五
〇

〇
四
六
五
五
九
〇
〇
七
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

杜
都
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
山
田
本
町
八
番

地
三
十
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
み
の

り
仙
台

仙
台
市
泉
区
南
光
台
南
二
丁
目

二
番
地
六
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
翠
十
字

株
式
会
社
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ケ

ア

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
一
日

平
成
二
十
三
年

五
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
五
〇
〇
八
四
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ツ
ク
イ
南
中
山

仙
台
市
泉
区
南
中
山
二
丁
目
二

十
八
番
二
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
ツ
ク
イ

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
三
〇
〇
六
四
〇

〇
四
七
一
三
〇
〇
六
八
一

〇
四
七
一
三
〇
〇
七
二
三

〇
四
七
三
六
〇
〇
四
二
七

〇
四
七
五
三
〇
一
四
九
五

〇
四
七
〇
二
〇
一
五
二
六

〇
四
七
三
六
〇
〇
四
〇
一

〇
四
七
五
五
〇
〇
六
九
〇

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会
福

祉
協
議
会
栗
駒
訪
問
介
護
事
業

所栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
上
小
路
百

三
十
六
番

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会
福

祉
協
議
会
一
迫
訪
問
介
護
事
業

所栗
原
市
一
迫
真
坂
字
清
水
西
浦

十
七
番
地
一

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会
福

祉
協
議
会
志
波
姫
訪
問
介
護
事

業
所
栗
原
市
志
波
姫
沼
崎
原
八
十
三

番
地
の
一

セ
ン
ト
ケ
ア
し
づ
が
わ

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
五
日

町
十
四
番
地
の
四

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ハ
ッ

ピ
ー
仙
台
中
央
・
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
若
林
区
三
百
人
町
百
八

十
一
ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン

保
春
院
西
一
〇
一
号

有
限
会
社　

み
ど
り
の
木

石
巻
市
鹿
妻
南
五
丁
目
一
番
三

十
号

広
域
介
護
サ
ー
ビ
ス
南
三
陸

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
大
森

二
十
五
番
地
一

仙
台
在
宅
サ
ー
ビ
ス
泉
支
店

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
町
十
番

一
号
ク
レ
ス
ト
ー
ル
市
名
坂
一

〇
二
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市
社
会

福
祉
協
議
会

セ
ン
ト
ケ
ア
宮
城
株
式
会
社

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

有
限
会
社
み
ど
り
の
木

株
式
会
社
宮
城
登
米
広
域
介

護
サ
ー
ビ
ス

有
限
会
社
仙
台
在
宅
サ
ー
ビ

ス

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
十
三
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日



五　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

六　

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

七　

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
者
介
護

八　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

九　

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。　
　
　
　

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

一
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

蔵
王
町

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
五
〇
一
七
八
三

〇
四
七
五
一
〇
三
二
八
九

〇
四
七
五
二
〇
〇
一
七
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ォ
レ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
福
祉
用

具
サ
ー
ビ
ス
宮
城
大
崎
セ
ン
タ

ー大
崎
市
古
川
稲
葉
字
大
江
向
百

八
十
六
番
地
一

か
が
や
き
宮
城

仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
三

番
三
号

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
原
町

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
三
丁
目

七
番
十
四
号
ビ
ジ
ュ
ア
ル
タ

ワ
ー
宮
城
野
四
階

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

フ
ォ
レ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
有
限

会
社

日
建
リ
ー
ス
工
業
株
式
会
社

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

五
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
七
〇
〇
六
六
五

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事

業
所
宮
城
県
偕
楽
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
三

十
一
番
一
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
一
〇
〇
一
一
四

〇
四
七
二
七
〇
〇
五
八
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

在
宅
複
合
型
施
設
ざ
お
う
の
杜

刈
田
郡
蔵
王
町
曲
竹
字
道
路
西

八
番
地
十

宮
城
県
和
風
園

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
前
沢
一

番
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
桃
寿
会

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会

福
祉
協
議
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
五
〇
一
七
八
三

〇
四
七
五
一
〇
三
二
八
九

〇
四
七
五
二
〇
〇
一
七
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ォ
レ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
福
祉
用

具
サ
ー
ビ
ス
宮
城
大
崎
セ
ン
タ

ー大
崎
市
古
川
稲
葉
字
大
江
向
百

八
十
六
番
地
一

か
が
や
き
宮
城

仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
三

番
三
号

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
原
町

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
三
丁
目

七
番
十
四
号
ビ
ジ
ュ
ア
ル
タ

ワ
ー
宮
城
野
四
階

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

フ
ォ
レ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
有
限

会
社

日
建
リ
ー
ス
工
業
株
式
会
社

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

五
月
三
十
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
一
五
四
一
一
九
二
五

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
長
町

病
院
附
属
ク
リ
ニ
ッ
ク

仙
台
市
太
白
区
長
町
三
丁
目
六

番
二
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
三
十
日



　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
花
山
字
本
沢
小
川
原
二
二
の
一
（
国
有
林
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

字
本
沢
小
川
原
二
二
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
宿
上
屋
敷
六
の
一
、
六
の
二
、
一
八
の
二
、
一
八
の
三
、
一
九
、
一
八
の
一
・
二
〇
（
以
上

二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
又
平
壇
六
四
、
六
四
の
一
か
ら
六
四
の
三
ま
で
、
六
五
の
一
、

六
五
の
二
、
六
六
の
二
、
六
九
の
一
か
ら
六
九
の
三
ま
で
、
七
〇
の
一
、
七
〇
の
二
、
七
一
か
ら
七
九
ま
で
、
七
九

の
一
か
ら
七
九
の
四
ま
で
、
八
〇
、
八
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

字
又
平
壇
六
四
の
二
、
六
五
の
一
、
六
四
の
一
・
六
九
の
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

　
　
�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。　

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

亘
理
郡
亘
理
町
長
瀞
字
泉
五
の
一
、
五
の
三
、
八
、
一
一
、
一
二
、
一
三
の
二
か
ら
一
三
の
九
ま
で
、
一
三
の
一

一
か
ら
一
三
の
一
六
ま
で
、
一
五
の
一
、
一
八
、
一
九
、
二
〇
の
一
、
二
一
か
ら
二
五
ま
で
、
二
八
、
二
九
、
三
一
、

三
三
か
ら
三
六
ま
で
、
三
八
の
二
、
三
九
、
四
二
か
ら
四
四
ま
で
、
四
六

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

字
泉
五
の
一
・
八
・
一
三
の
九
・
一
九
・
二
〇
の
一
・
二
一
か
ら
二
五
ま
で
・
二
九
・
四
四
・
四
六
（
以
上

一
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
亘
理
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
遠
山
三
丁
目
六
十
四
番
三

　

多
賀
城
市
下
馬
二
丁
目
一
番
十
五
号

 

株
式
会
社
ウ
ォ
ー
タ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ


	無題

